
在
外
邦
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・
支
援

令
和
４
年
９
月
３
０
日

外
務
省
領
事
局

１
．
平
素
か
ら
の
邦
人
保
護
・
支
援
の
取
組

２
．
在
外
邦
人
に
対
す
る
相
談
体
制
強
化
の
た
め
の
取
組

在
外
邦
人
に
対
す
る
き
め
細
や
か
な
支
援

外
務
省
は
、
邦
人
保
護
の
観
点
か
ら
、
在
外
公
館
の
領
事
が
中
心
と
な
っ
て
、
宗
教
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
ず
、
在
留
邦
人
の
方
々
か

ら
の
様
々
な
相
談
に
応
じ
、
問
題
の
解
決
に
向
け
た
支
援
を
行
っ
て
き
て
い
る
。

帰
国
費
用
貸
付
け
支
援

困
窮
状
態
に
陥
り
、
自
ら
帰
国
費
用
を
工
面
で
き
ず
、
家
族
・関
係
者
か
ら
も
支
援
が
受
け
ら
れ
な
い
邦
人
に
対
し
、
在
外
公
館
が
帰
国

費
用
を
貸
し
付
け
て
い
る
。

海
外
邦
人
精
神
障
害
対
策

精
神
疾
患
を
抱
え
る
邦
人
の
保
護
・帰
国
支
援
の
た
め
、
現
地
に
お
い
て
精
神
医
療
専
門
家
の
支
援
を
得
る
も
の
。
現
在
、
４
公
館
（
英
・

仏
・
韓
・
シ
ド
ニ
ー
総
）
で
、
精
神
医
療
専
門
家
と
契
約
中
。

外
務
省
海
外
安
全
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
や
各
在
外
公
館
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
法
テ
ラ
ス
に
お
け
る
「霊
感
商
法
等
対
応
ダ
イ
ヤ
ル
」

の
設
置
等
に
係
る
情
報
を
掲
載
し
、
在
外
邦
人
に
対
し
広
く
周
知
・広
報
。

特
に
、
外
務
省
は
、
海
外
に
在
留
し
て
い
る
可
能
性
が
高
く
長
期
に
わ

た
っ
て
そ
の
所
在
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
日
本
人
の
連
絡
先
等
を
確
認

す
る
「
所
在
調
査
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
広
く
周
知
・広
報
。

全
て
の
領
事
事
務
実
施
公
館
（２
４
４
公
館
）
に
対
し
、
「
旧
統
一
教
会
」関

連
の
照
会
や
支
援
要
請
に
接
し
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
対
応
す
る
よ
う
指

示
。
在
外
公
館
は
、
旧
統
一
教
会
の
信
者
を
含
む
在
留
邦
人
の
方
々
か

ら
の
相
談
に
丁
寧
に
応
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
相
談
者
の
個
別
の
事
情
や

ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努
め
、
外
務
省
全
体
と
し
て
、
よ
り
一
層
き
め
細
や
か

な
在
外
邦
人
支
援
を
行
っ
て
い
く
。

令
和
５
年
１
０
月
３
１
日

外
務
省
領
事
局
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